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宗像市職員採用試験 募集要項 

 

 

 

 

 

１ 募集区分、合格予定人員、受付期間等 
 

募集区分 保健師または看護師（任期付職員） 合格予定人員 ２人 

受付期間 随時 

受験資格 

次の①～③すべてを満たす人 

① 「保健師」または「看護師」の資格を持つ人（取得見込みは不可。申込みの際、資格を有

することを証明する書類の写しの添付が必要です） 

② 普通自動車運転免許を持つ人（AT限定可） 

③ ワード、エクセルの操作ができる人 

職務の概要 

健康課 健康サポート係 

（１）健康増進業務全般、介護予防および国保保健事業業務 

  ・地域での健康づくり・介護予防活動の支援（地区担当制による活動など） 

  ・成老人を主な対象とした保健指導（家庭訪問を含む）および健康相談、健康教育 

  ・関係部署や関係機関との連携・調整 

  ・関連する庶務業務（データ入力、文書作成など） 

（２）その他、課や係の庶務 

任期（予定） 

（１）採用決定後 ～ 令和7年4月17日 

（２）令和６年６月２３日～令和７年８月１６日 

 ※上記は出産予定日に応じた任用予定期間です。 

 ※任期付職員は、原則として最初の6か月間は条件付採用となります。 

※職員の育児休業取得期間が延長された場合、任期延長の打診を行う場合があります。 

試験日程 

申込受付後、電話又はメールにてお知らせします。 

※申込みの際、必ず「電子メールアドレス」を記入してください。ドメインの指定受信をし

ている場合は、「@city.munakata.lg.jp」を受信できるようにしてください。 

※メールがない場合は、申込みの際に申し出てください。別途対応いたします。 

 ※面接は原則8時半から17時までの間で実施します。17時以降の面接を希望する場合は、

申込みの際に申し出てください。可能な範囲で対応いたします。 

会場 宗像市役所   ※自家用車の場合は、宗像市役所の駐車場をご利用ください。 

試験内容 個人面接 

 （１）上記のほか、次のいずれかの要件を満たす必要があります。ただし、②及び③に該当する人は採用後、

公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職以外の職に任用されます。 

① 日本国籍を有する人 

② 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による永住者 

③ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成 3年法
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律第71号)による特別永住者 

（２） 次の事項に該当する人は受験できません。 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

② 宗像市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

③ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

（３） 試験会場内では携帯電話等の使用を禁止します。会場入場前に必ず電源を切ってください(マナーモ

ードも不可)。 

（４） 各試験はすべて日本語による出題、質問で行います。それに対する回答、解答、応答は、すべて日

本語で行います。 

 

 

２ 受験手続 
 

必要書類 

① 履歴書（市販のものに写真貼付、メールアドレスを記入） 

② 職務経歴書（任意様式）  

③ 「保健師」または「看護師」の資格を有することを証明する書類の写し 

※提出された書類は、合格者を除き、試験合格者発表後に破棄します。 

申込期限 随時（採用者が決定した時点で締切） 

窓口での申込 
午前８時３０分から午後５時まで、人事課へ提出（場所は「問合せ先」参照） 

※土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）は、受付できません。 

郵送での申込 
特定記録郵便又は簡易書留郵便で、封筒の表面左下に「健康課任期付職員採用試験申込書

在中」と朱書きし、人事課へ送付（送付先は「問合せ先」参照） 

 

 

３ 合格から採用まで 
 

合格発表（予定） 試験実施後１週間～１０日程度（試験当日にお知らせします） 

発表方法 
１．宗像市ホームページに合格者の受験番号を掲示 

２．合格者にのみ郵送で通知 

【任用の流れと注意点】 

任用は、正規職員が育児休業を取得することが前提となります。当該正規職員が育児休業取得の要件を喪

失した場合は任用できません。 

また、受験資格を満たしていない、日本国籍を有しないなど、行政事務に従事する上で支障があると認め

られる場合も任用できません。 

 

 

４ 試験結果の開示   
 

試験結果は受験者本人（又は法定代理人）に限り、次の要領により開示請求をすることができます。請求

は、各試験の合格者発表後に行ってください。いずれの試験結果も、電話等による問合せは受け付けません。 



3 

 

（１）必要書類（①②いずれも必要です） 

  ①受験者本人が請求する場合、本人であることを証明する書類（運転免許証、パスポート、健康保険の被

保険者証、学生証、マイナンバーカード等）が必要です。 

法定代理人が請求する場合は、法定代理人自身の本人確認書類（前述の本人請求の場合を参照）、法定

代理人の資格を有することを証明する書類（戸籍謄本、登記事項証明書等）が必要です。 

※マイナンバー「通知カード」は、本人確認書類として使用できません。 

  ②試験結果開示請求書 

印鑑持参の上、窓口で記入してください。ただし、請求者本人による自署の場合、押印を省略できます。 

（２）開示請求期間 各試験の合格発表の翌日から３か月間 

（土・日・祝日・年末年始を除く開庁日の午前８時３０分から午後５時まで） 

（３）開示の方法  閲覧のみ 

（４）開示請求場所 人事課（宗像市役所本館２階） 

 

 

５ 勤務条件・給与等 
 

宗像市一般職の職員の給与に関する条例(平成１５年宗像市条例第４２号)、宗像市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例（平成１７年宗像市条例第２１号）に基づいて支給されます。 

給料 

２２４,１００円（令和６年4月１日現在の給料月額） 

※ 上記給料例は、条例等の改正により変動する場合があります。 

※ 昇給あり。 

諸手当 
地域手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務等手当、期末手当、勤勉手当などが 

それぞれの規定に基づいて支給されます。 

勤務時間 

原則として、午前８時３０分から午後５時まで（土・日曜日、祝日は休み） 

※ただし、教室やイベント等によって土・日曜日、祝日の勤務あり 

※年末年始（１２/２９～１/３）は休み 

※場合により時間外勤務あり 

休暇等 
年次有給休暇のほか、病気休暇、特別休暇（夏季休暇、忌引休暇等）があります。ただし、育児

休業代替任期付職員は、育児休業を申請することはできません。 

 

 

６ その他 
 

各種感染症の感染拡大状況のほか、台風、地震等の自然災害により、会場・日時等の変更を行うことがあり

ます。原則、申込み時に登録いただいたメールへご連絡しますが、緊急の場合は、市ホームページのみでお

知らせすることがあります。あらかじめ、ご了承ください。 

 

【問合せ先】 〒811-3492 福岡県宗像市東郷一丁目１番１号 

宗像市総務部人事課（TEL0940-36-5051） 


